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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２４年４月７日（土） １０時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市神
かん

瀬
せ

南西方沖 

神瀬灯台から真方位２１４°６５０ｍ付近 

（概位 北緯３１°３３.７′ 東経１３０°３５.２′） 

事故調査の経過  平成２４年７月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート ハスキー、５トン未満 

 ２９５－２９２２３鹿児島、個人所有 

 ６.２２ｍ（Lr）×１.９２ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、５８.８０kＷ、昭和６３年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５８年１月２５日 

  免許証交付日 平成１８年１１月８日 

         （平成２４年９月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 計器類及び船外機を濡損 

 事故の経過 本船は、船長１人が乗り組み、同乗者１人を乗せ、平成２４年４月

７日０７時００分ごろ、神瀬南西方沖において、船首から錨を投入

し、機関を停止して錨泊したのちに釣りを始めた。 

船長は、０９時００分ごろ、風勢が増して風速約７～８m/s、波高

約１.０～１.５ｍとなったが、時折、風波が弱くなったので、これ以

上強くならないものと思い、釣りを続けた。 

船長は、０９時５０分ごろ、風勢が更に増して風速約９～１０

m/s、波高約２.０～２.５ｍとなり、船体動揺が激しくなって釣りが

できない状況になったことから、帰港するため、船長が操舵室で船外

機を操作し、同乗者が錨を揚げていたところ、船外機が停止したの

で、同機をチルトアップしたところ、錨索がプロペラに絡んでいるこ

とが分かり、航行不能と判断して携帯電話で海上保安庁に救助を依頼

した。 
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本船は、錨索がプロペラに絡んだのち、船尾が風上（北西）に向

き、船尾方から波が打ち込み、続いて左舷方から波が打ち込んで大量

の海水が船内に滞留し、１０時００分ごろ、神瀬灯台から真方位２１

４°６５０ｍ付近において、左舷側に大傾斜して転覆した。 

 船長は、船体が傾斜したとき、同乗者と共に海に飛び込み、転覆

後、船長がクーラーボックスにつかまり、同乗者が転覆した本船にし

がみついていたところ、来援した巡視艇に救助された。 

本船は、巡視艇にえい
．．

航されて鹿児島市鹿児島港谷山区に帰港した

のち、廃船処分とされた。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２.０～２.５ｍ、潮流 不詳、潮汐 下げ潮の中央期

 鹿児島県鹿児島及び日置地域には、平成２４年４月７日０３時５１

分に強風及び波浪注意報が発表され、本事故当時、同注意報は継続中

であった。 

 鹿児島地方気象台の観測によれば、平成２４年４月７日１０時００

分における、風向は北西、平均風速は１０.３m/s、最大瞬間風速は１

６.５m/s であった。 

 その他の事項 

 

本船は、重さ約８㎏の鋼製錨を船首から投入し、直径約２㎝の合成

繊維製錨索を約３０ｍ伸出して水深約１５ｍの所に錨泊していた。 

船長は、出港前、自宅のテレビで天気予報を見て波高約１.５ｍと

放送していたので、出港しても大丈夫だと思い、詳細な気象情報を入

手しなかった。また、本事故当時、鹿児島県鹿児島及び日置地域に強

風及び波浪注意報が発表されていることを知らなかった。 

 船長及び同乗者は、共に救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、神瀬南西方沖において錨泊して釣りを行っていたところ、

天候が悪化し、帰港しようとして揚錨を行っていた際、錨索がプロペ

ラに絡んで航行不能となり、救助を依頼して待機中、波が打ち込んで

海水が船内に滞留して傾斜したことから、転覆したものと考えられ

る。 

 船長は、天候が悪化し始めた際、時折、風波が弱くなったので、こ

れ以上強くならないものと思い、釣りを続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、神瀬南西方沖において錨泊して釣りを行ってい

たところ、天候が悪化し、帰港しようとして揚錨を行っていた際、錨

索がプロペラに絡んで航行不能となり、救助を依頼して待機中、波が

打ち込んで海水が船内に滞留して傾斜したため、転覆したことにより

発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・出港前には、詳細な気象情報を入手すること。 

・天候が悪化した場合には、早めに釣りを切り上げて帰港するこ

と。 

 




